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第１章 計画の基本的な考え方 
 
１．計画策定の目的 

 本市では、男女共同参画社会の形成を促進するため、「男女共同参画社会基本法*1」（平

成 11 年 6 月施行）に基づき、様々な取り組みを推進していますが、平成 27 年 8 月に女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律*（以下「女性活躍推進法」という。）が成立

したことを契機に、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個

性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活におけ

る活躍」という。）の流れを一層加速させることが求められることとなりました。 
 そのためには女性の個性と能力を十分に発揮できる職業生活の環境整備とともに、個々

のライフステージに応じた働き方の見直しを促すことが必要です。 
 このため、本市では女性にとって暮らしやすい社会の制度や仕組みをつくると同時に、

女性も男性もともに活気ある社会、ひいては、あらゆる人にとって暮らしやすい社会をつ

くることを目指し、成田市女性活躍推進計画を策定します。 
 
 
２．計画の位置づけ 

 本計画は、女性活躍推進法*第 6条第 2項の規定に基づく市の推進計画であり、「第３次

成田市男女共同参画計画 成田市ＤＶ対策基本計画」に包含される計画です。また、本市の

総合計画「ＮＡＲＩＴＡみらいプラン」の基本施策 6－1－1「人権が尊重され男女が共に

参画する社会をつくる」に位置づけられています。 
 
 
３．計画の期間 

この計画は「第３次成田市男女共同参画計画 成田市ＤＶ対策基本計画」の一部に相当す

るものであることから、平成 29 年度を初年度とし、最終年度を平成 32 年度とする 4年間

とします。 

また、4 年後の計画見直しに際しては、「第３次成田市男女共同参画計画 成田市ＤＶ対

策基本計画」との一体的な見直しも含めて検討を行います。 
なお、今後の社会情勢の変化や本計画の進行状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行

うものとします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 「*」は用語解説があります。（P29～） 
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４．施策体系 
 

 

 

 

Ⅰ：あらゆるひとの人権を尊重す
る男女共同参画に向けた意識づく
り

１ 男女共同参画に関する意識・
理解の浸透

１ 男女共同参画に関する意識・理解
の浸透

２ 一人ひとりを大切にする教育・
学習の推進

３ 国際社会と協調した男女共同参
画の推進

Ⅱ：あらゆるひとが仕事と家庭を
両立できる環境づくり

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の推進

２ ワーク・ライフ・バランス（仕事
と生活の調和）の推進

２ 女性のチャレンジ支援 ３ 女性のチャレンジ支援

３ 職場における男女共同参画の推
進

４ 職場における男女共同参画の推進

Ⅲ：あらゆる分野に男女共同参画
を取り入れるための仕組みづくり

１ 政策立案・方針決定過程への男
女共同参画の推進

２ 地域社会における男女共同参画
の推進

３ 市による先導的な男女共同参画
の推進

５ 市による先導的な男女共同参画の
推進

Ⅳ：あらゆるひとが生涯を通じて
安全・安心を実感できる地域づく
り

１ 生涯を通じた心身の健康の保
持・増進

６ 妊娠・出産等に関する健康支援

２ 高齢者や障がいのあるひとが安
心して暮らせる環境の整備

３ ひとり親家庭の自立支援の促進

Ⅴ：あらゆる暴力を許さない社会
づくり（成田市ＤＶ対策基本計画
含む）

１ あらゆる暴力の防止のための意
識の浸透・環境整備

７ あらゆる暴力の防止のための意識
の浸透・環境整備・相談体制の強化

２ あらゆる暴力に関する相談体制
の強化

３ 被害者の自立支援
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Ⅰ：あらゆるひとの人権を尊重 
 する男女共同参画に向けた意 
 識づくり 

Ⅱ：あらゆるひとが仕事と家庭 
 を両立できる環境づくり 

Ⅲ：あらゆる分野に男女共同参 
 画を取り入れるための仕組み 
 づくり 

Ⅳ：あらゆるひとが生涯を通じ 
 て安全・安心を実感できる地 
 域づくり 

１ 男女共同参画に関する意識・ 
 理解の浸透 

２ 一人ひとりを大切にする教育 
 ・学習の推進 

３ 国際社会と協調した男女共同 
 参画の推進 

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ 
 ライフ・バランス）の推進 

３ 職場における男女共同参画の 
 推進 

１ 政策立案・方針決定過程への 
 男女共同参画の推進 

２ 地域社会における男女共同参 
 画の推進 

３ 市による先導的な男女共同 
 参画の推進 

１ 生涯を通じた心身の健康の 
 保持・増進 

２ 高齢者や障がいのあるひとが 
 安心して暮らせる環境の整備 

２ あらゆる暴力に関する相談 
 体制の強化 

１ あらゆる暴力の防止のための 
 意識の浸透・環境整備 

１ 男女共同参画に関する意識・理 
 解の浸透 

２ ワーク・ライフ・バランス 
 （仕事と生活の調和）の推進 

５ 市による先導的な男女共同参画 
 の推進 

７ あらゆる暴力の防止のための 
 意識の浸透・環境整備・相談体制 
 の強化 Ⅴ：あらゆる暴力を許さない社会 

 づくり（成田市ＤＶ対策基本計 
 画含む） 


